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報告第７号 

鈴鹿市税条例の一部改正について 

総務部市民税課 

総務部資産税課 

１ 改正理由 

地方税法等の一部を改正する法律が令和８年３月３１日に公布されたことに伴

い、本条例において必然的に改正を要する規定整備を行ったものである。 

２ 改正内容 

(１) 個人住民税関係

公的年金等受給者の扶養親族等申告書の提出義務の範囲の見直しに伴う改正 

（第３６条の３の３関係） 

(２) 固定資産税関係

固定資産税の免税点の変更（第６３条関係） 

(３) 軽自動車税関係

環境性能割の廃止に伴うもの 

（第１８条の３、第１９条、第８０条から第８３条まで、第８５条、第８７条

から第９１条まで、附則第１６条、附則第１６条の２関係） 

(４) 所要の改正

個人住民税、固定資産税及び軽自動車税に関し、地方税法等の改正に伴う条項

ずれ等の規定整備 

３ 施行期日 

令和８年４月１日 (３)軽自動車税関係、(４)所要の改正の一部 

令和９年１月１日 (１)個人住民税関係 

令和９年４月１日 (２)固定資産税関係 
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報告第１０号 

鈴鹿市公共下水道事業受益者負担に関する条例及び 

鈴鹿市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例の 

一部改正について 

上下水道局営業課 

１ 改正理由 

地方税法の一部改正に伴い、地方税の例により行う分担金等の公示送達に関し、

本条例において必然的に改正を要する規定整備を行ったものである。 

２ 改正内容 

(１) 鈴鹿市公共下水道事業受益者負担に関する条例

受益者負担金及び分担金の公示送達の方法を改める。（第１３条関係） 

(２) 鈴鹿市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例

区域外流入に係る分担金の公示送達の方法を改める。（第８条関係） 

３ 施行期日 

令和８年５月２１日 
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議案第２４号 

鈴鹿市行政手続条例の一部改正について 

総務部総務課 

１ 改正理由 

デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基

本法等の一部を改正する法律の施行により、行政手続法が改正された。 

改正行政手続法では、不利益処分をしようとする場合において、聴聞及び弁明の

機会の付与の意見陳述手続の通知を公示送達によって行うときは、インターネット

による公表が前提となる。 

これに伴い、本市の条例においても、法改正に合わせた規定整備を行おうとする

ものである。 

２ 改正内容 

(１) 意見陳述手続の通知を公示送達によって行うときの方法を規定する。

（第１５条関係） 

(２) その他所要の改正を行う。（第１６条、第２２条、第２９条関係）

３ 施行期日 

令和８年５月２１日 
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